令和　　年　　月　　日
　（あて先）川崎市幸区長　
　   　　　　　　　　　　　

                              (提案者)
   所 在 地
　 　　　　　　　　　  　　　 団 体 名
代表者氏名                           
団 体 に 関 す る 確 認 書

当団体は、次のすべての事項に該当していることを確認します。
(1) 団体の運営に関する定款又はこれに相当する書類を備えていること。

(2) 予算及び決算を適正に行っていること。

(3) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立がなされていない又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立がなされていないこと

(4) 団体又はその代表者が、契約を締結する能力を有する者又は破産者で復権を得ている者であること。

(5) 団体又はその代表者が、川崎市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。

(6) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としていないこと。 

(7) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としていないこと。

(8) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としないこと。

(9) 川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第５号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員、同条第３号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる団体でないこと

(10) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に規定する行為をしている団体でないこと

(11) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記(9)及び(10)の規定に該当しないことを知りながら、当該者と契約を締結している団体でないこと
(12)(9)～(11）を確認するため、川崎市が本様式に記載された個人情報を神奈川県警本部に照会することに同意していること
(13) 公序良俗に反しないこと。
川崎市暴力団排除条例に基づく調査
　第１次審査の際に、川崎市暴力団排除条例７条に基づき調査を行います。会則、規約に記載されている団体役職員及び主要な運営スタッフ全員の記入をお願いします。
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	役職等
	氏名ﾌﾘｶﾞﾅ
	氏名
	生年月日
	性別
	住所

	例
	ｶﾜｻｷ　ﾀﾛｳ
	川崎　太郎
	S
	50
	7
	1
	M
	幸区戸手本町１－１１－１

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


※ ｶﾅは半角で、元号はM(明治)、T（大正）、S（昭和）、H（平成）、R（令和）で記入してください。
※ 性別は、M（男）、F（女）のいずれかで記入してください。
※ 共同提案の場合は団体ごとに提出してください。
